










1)研究の目標 

小児の包括的健康管理という中で乳幼児の健康診査をとらえると,健康診査をうけた児が,

必要に応じて地域の専門医療機関や専門施設と連けいをもたれながら,一貫した保健指導

が継続的に行なわれる形になっていなければならない。そうした視点からは,乳幼児健診後

に,何らかの異常の疑がもたれた児に発行する精密健診受診票の取扱いは,保健所と地域医

療機関との連けいのための最初のパイプにあたり,しかもその結果は継続的な健康管理上

の貴重な情報として欠かすことの出来ないものである。そこで,今回の研究の目標としては,

現在保健所で発行している乳児,3 才児精密健診票の実態を詳細に検討しながら,健康診査

の質的向上,地域医療機関との連けいのあり方,継続的健康管理の方法などについて考察す

る予定でいる。当面,本年度の研究内容としては,都内 5 保健所(区部 3 カ所,市部 2 カ所)

における昭和 54 年度の精密健診票の発行の実情を調べたので,その結果を報告する。 


